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議員提出第２号議案 
 
 大阪府受動喫煙防止条例一部改正の件 
 
 大阪府受動喫煙防止条例の一部を改正する条例を次のように定める。 
 
 



大 阪 府 条 例 第    号  

大 阪 府 受 動 喫 煙 防 止 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  
 大 阪 府 受 動 喫 煙 防 止 条 例 （ 平 成 三 十 一 年 大 阪 府 条 例 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る
。  

 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示

す よ う に 改 正 す る
。  

改 正 後  改 正 前  

  
   附  則  
 
（ 施 行 期 日 ） 

第 一 条  こ の 条 例 は
、

令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行

す る
。

た だ し
、

次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は
、

当 該

各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る
。  

 一  第 一 条 か ら 第 六 条 ま で
、

附 則 第 六 条 及 び 附

則 第 七 条 の 規 定  令 和 元 年 七 月 一 日  

二  第 八 条
、

第 九 条
、

第 十 一 条 及 び 次 条 第 一 項

の 規 定  令 和 二 年 四 月 一 日  
 
 
 
（ 経 過 措 置 ） 

第 二 条  令 和 二 年 四 月 一 日 か ら 令 和 七 年 三 月 三

十 一 日 ま で の 間 は
、

第 九 条 第 一 項 中「 法 第 三 十

三 条 第 三 項 第 一 号 に 規 定 す る 喫 煙 専 用 室
、
改 正

法 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら

れ た 法 第 三 十 三 条 第 三 項 第 一 号 に 規 定 す る 喫

煙 可 能 室
、
改 正 法 附 則 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ

り 読 み 替 え ら れ た 法 第 三 十 三 条 第 三 項 第 一 号

に 規 定 す る 指 定 た ば こ 専 用 喫 煙 室
、
第 十 三 条 第

三 項 第 一 号 に 規 定 す る 喫 煙 専 用 室
、
附 則 第 三 条

第 一 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 第 十 三 条

第 三 項 第 一 号 に 規 定 す る 喫 煙 可 能 室 及 び 附 則

第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 第

十 三 条 第 三 項 第 一 号 に 規 定 す る 指 定 た ば こ 専

用 喫 煙 室」 と あ る の は
、 「 法 第 三 十 三 条 第 三 項

第 一 号 に 規 定 す る 喫 煙 専 用 室
、
改 正 法 附 則 第 二

条 第 一 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 法 第 三

十 三 条 第 三 項 第 一 号 に 規 定 す る 喫 煙 可 能 室 及

び 改 正 法 附 則 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 読 み

替 え ら れ た 法 第 三 十 三 条 第 三 項 第 一 号 に 規 定

す る 指 定 た ば こ 専 用 喫 煙 室」 と す る
。  

 

２  令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 令 和 七 年 三 月 三 十 一

日 ま で の 間 は
、

改 正 法 附 則 第 二 条 第 二 項 に 規 定

す る 既 存 特 定 飲 食 提 供 施 設（ 従 業 員（ 労 働 基 準

法（ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 四 十 九 号 ） 第 九 条 に 規

定 す る 労 働 者（ 同 居 の 親 族 の み を 使 用 す る 事 業

又 は 事 務 所 に 使 用 さ れ る 者 及 び 家 事 使 用 人 を

除 く
。 ） を い う
。

以 下 同 じ
。 ） が 勤 務 す る も の に

限 る
。 ）（ 以 下「 既 存 特 定 飲 食 提 供 施 設 」 と い う
。 ）

の 管 理 権 原 者 は
、

当 該 既 存 特 定 飲 食 提 供 施 設 の

従 業 員 に 望 ま な い 受 動 喫 煙 が 生 じ な い よ う 努

め な け れ ば な ら な い
。  

 
 

   附  則  
 
（ 施 行 期 日 ） 

第 一 条  こ の 条 例 は
、

平 成 三 十 七 年 四 月 一 日 か ら

施 行 す る
。

た だ し
、

次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は
、

当 該 各 号 に 定 め る 日 か ら 施 行 す る
。  

 一  第 一 条 か ら 第 六 条 ま で
、

附 則 第 六 条 及 び 附

則 第 七 条 の 規 定  平 成 三 十 一 年 七 月 一 日  

二  第 八 条
、

第 九 条
、

第 十 一 条 及 び 次 条 第 一 項

の 規 定  平 成 三 十 二 年 四 月 一 日  
 三  次 条 第 二 項 及 び 附 則 第 三 条 第 九 項 の 規

定  平 成 三 十 四 年 四 月 一 日  
 
（ 経 過 措 置 ） 

第 二 条  平 成 三 十 二 年 四 月 一 日 か ら 平 成 三 十 七

年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 は
、

第 九 条 第 一 項 中

「 法 第 三 十 三 条 第 三 項 第 一 号 に 規 定 す る 喫 煙

専 用 室
、
改 正 法 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り

読 み 替 え ら れ た 法 第 三 十 三 条 第 三 項 第 一 号 に

規 定 す る 喫 煙 可 能 室
、
改 正 法 附 則 第 三 条 第 一 項

の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 法 第 三 十 三 条 第

三 項 第 一 号 に 規 定 す る 指 定 た ば こ 専 用 喫 煙 室
、

第 十 三 条 第 三 項 第 一 号 に 規 定 す る 喫 煙 専 用 室
、

附 則 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ

た 第 十 三 条 第 三 項 第 一 号 に 規 定 す る 喫 煙 可 能

室 及 び 附 則 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 読 み 替

え ら れ た 第 十 三 条 第 三 項 第 一 号 に 規 定 す る 指

定 た ば こ 専 用 喫 煙 室」 と あ る の は
、 「 法 第 三 十

三 条 第 三 項 第 一 号 に 規 定 す る 喫 煙 専 用 室
、
改 正

法 附 則 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら

れ た 法 第 三 十 三 条 第 三 項 第 一 号 に 規 定 す る 喫

煙 可 能 室 及 び 改 正 法 附 則 第 三 条 第 一 項 の 規 定

に よ り 読 み 替 え ら れ た 法 第 三 十 三 条 第 三 項 第

一 号 に 規 定 す る 指 定 た ば こ 専 用 喫 煙 室」 と す

る
。  

２  平 成 三 十 四 年 四 月 一 日 か ら 平 成 三 十 七 年 三

月 三 十 一 日 ま で の 間 は
、

附 則 第 三 条 第 九 項 中

「 第 一 項」 と あ る の は「 改 正 法 附 則 第 二 条 第 一

項」 と
、 「 第 十 三 条 第 一 項」 と あ る の は 「 法 第

三 十 三 条 第 一 項」 と
、 「 府 指 定 特 定 飲 食 提 供 施

設（ 従 業 員（ 労 働 基 準 法（ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第

四 十 九 号 ） 第 九 条 に 規 定 す る 労 働 者（ 同 居 の 親

族 の み を 使 用 す る 事 業 又 は 事 務 所 に 使 用 さ れ

る 者 及 び 家 事 使 用 人 を 除 く
。 ） を い う
。 ） が 勤 務

す る も の に 限 る
。 ）」 と あ る の は「 改 正 法 附 則 第

二 条 第 二 項 に 規 定 す る 既 存 特 定 飲 食 提 供 施 設

（ 従 業 員（ 労 働 基 準 法（ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 四

十 九 号 ） 第 九 条 に 規 定 す る 労 働 者（ 同 居 の 親 族



附  則  

 こ の 条 例 は
、

公 布 の 日 か ら 施 行 す る
。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ 府 指 定 特 定 飲 食 提 供 施 設 に 関 す る 特 例 ） 

第 三 条  （ 略） 

２ ― ８  （ 略） 

９  第 一 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 第 十 三

条 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず
、

府 指 定 特 定 飲 食

提 供 施 設（ 従 業 員 が 勤 務 す る も の に 限 る
。 ） の

管 理 権 原 者 は
、

当 該 府 指 定 特 定 飲 食 提 供 施 設 に

喫 煙 可 能 室 を 設 置 し な い よ う 努 め な け れ ば な

ら な い
。  

の み を 使 用 す る 事 業 又 は 事 務 所 に 使 用 さ れ る

者 及 び 家 事 使 用 人 を 除 く
。 ） を い う
。 ） が 勤 務 す

る も の に 限 る
。 ）（ 以 下「 既 存 特 定 飲 食 提 供 施 設 」

と い う
。 ）」 と
、 「 当 該 府 指 定 特 定 飲 食 提 供 施 設 」

と あ る の は 「 当 該 既 存 特 定 飲 食 提 供 施 設 」 と
、

「 喫 煙 可 能 室」 と あ る の は「 改 正 法 附 則 第 二 条

第 一 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 法 第 三 十

三 条 第 三 項 第 一 号 に 規 定 す る 喫 煙 可 能 室」 と す

る
。  

 
（ 府 指 定 特 定 飲 食 提 供 施 設 に 関 す る 特 例 ） 

第 三 条  （ 略） 

２ ― ８  （ 略） 

９  第 一 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え ら れ た 第 十 三

条 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず
、

府 指 定 特 定 飲 食

提 供 施 設（ 従 業 員（ 労 働 基 準 法（ 昭 和 二 十 二 年

法 律 第 四 十 九 号 ） 第 九 条 に 規 定 す る 労 働 者 ( 同

居 の 親 族 の み を 使 用 す る 事 業 又 は 事 務 所 に 使

用 さ れ る 者 及 び 家 事 使 用 人 を 除 く
。 ) を い う
。 ）

が 勤 務 す る も の に 限 る
。 ） の 管 理 権 原 者 は
、

当

該 府 指 定 特 定 飲 食 提 供 施 設 に 喫 煙 可 能 室 を 設

置 し な い よ う 努 め な け れ ば な ら な い
。  

  



提 案 理 由 
 
 昨今の新型コロナウイルス感染拡大に伴う飲食店の経営状況の

悪化や受動喫煙防止条例の事業者への認知が未だ十分に進んでい

るとは到底言えない状況に鑑み、従業員を雇用する飲食店を原則屋

内禁煙とする努力義務の経過措置規定を適用しないこととする。 

一方、従業員への望まない受動喫煙をできる限り生じさせないよう、

当該飲食店の管理権原者に配慮する努力を求めるため、所要の改正

を行うもの。 

 


